
香美市空き家改修費等補助金交付要綱 

平成２５年３月２７日 

告示第４６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、香美市に定住しようとする移住者などに対して、空き家に居住するために必要な改修及び家財道具等処分に要する費用の一

部を補助することにより、空き家の有効活用を図るとともに、定住を促進することを目的とし、香美市空き家改修費等補助金（以下「補助金」

という。）を交付することについて、香美市補助金の交付に関する規則（平成１８年香美市規則第４８号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き家 香美市空き家バンク制度実施要綱（平成２４年香美市告示第１３１号）の規定により空き家バンクに登録された居住用家屋で、

現に住宅の用に供されていない家屋をいう。 

(2) 空き家改修 耐震改修工事及び住宅の機能の回復又は向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善をいう。 

(3) 家財道具等処分 居住のために必要な空き家の既存荷物の整理、運搬及び処分をいう。ただし、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ

クル法）で指定された家電製品は除く。 

(4) 市税等 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条に規定する市町村税、使用料、保険料、負担金等、市が個人から徴収すべきもの

をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 空き家の所有者 

(2) 次のアからウまでのすべての要件に該当する者（以下「移住者」という。） 

ア 現に市内に住所を有していない者で市外に５年以上居住している者、市内に住所を有して１年を経過しない者で市内に住所を有する前に

市外に５年以上住所を有していた者又は市内で地域おこし協力隊（総務省の財源措置の対象となる地域おこし協力隊と同様の職を含む。）

及び集落支援員の任に就いていた者でその任期満了の日から１年以内の者（市外から移住した者に限る。） 

イ この補助金の交付を受けて改修を行う空き家（以下「改修住宅」という。）に、補助事業の完了の日から１０年以上居住する見込みのあ

る者 

ウ 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者 

(3) 空き家の所有者から当該空き家を借り受ける地域自主組織、NPO法人並びに市内に主たる事務所を有し、営利を目的とせず、移住者の移住

及び定住の促進を図ることを目的に活動している団体のうち、市長が特に認めるもので、補助事業の完了の日から１０年間は移住者の居住の

用に供することについて空き家の所有者から承諾を得ている者 

（補助対象の除外者） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外する。 

(1) 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が県税及び市税等の滞納者又は暴力団員である場合 

(2) 申請者が空き家の入居者の場合、同居人及び入居予定者が県税及び市税等の滞納者又は暴力団員である場合 



(3) その他市長が適当でないと認めた場合 

（補助対象事業費） 

第５条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費とし、その内訳は、別表第１

のとおりとする。ただし、昭和５６年５月３１日以前に建築された空き家を改修しようとする時は、耐震診断を実施し、診断の結果により耐震

基準を満たしていない場合には、耐震設計を行い設計に基づいた耐震改修工事を優先する。 

（補助金額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象事業のうち空き家改修に要した費用の３分の２以内の額、又は家財道具等処分に要した費用の２分の１以内の額

（補助金額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。ただし、

別表第１に定める額を限度とする。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、家財道具等処分の補助金に係る消費税仕入控除税額等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減

額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りで

ない。 

（補助金の申請） 

第７条 申請者は、香美市空き家改修費等補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる関係書類を添えて、空き家改修工事及び家財道具等処分

について、着工前１０日までに市長に提出しなければならない。ただし、同じ空き家の改修と家財道具等処分について補助金申請はそれぞれ１

回を限度とする。 

(1) 家財道具等処分の見積書の写し 

(2) 家財道具等処分前の写真 

(3) 家財道具処分の申請者が移住者の場合、空き家の所有者から家財道具等の処分に関する申立書 

(4) 改修等工事の設計書の写し 

(5) 改修等工事の見積書又は契約書の写し 

(6) 改修等施工前の現場写真（外観、施工箇所各所） 

(7) 入居者の世帯全員の住民票 

(8) 入居者の世帯全員の滞納の無い証明書 

(9) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し 

(10) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、香美市空き家改修費等補助金交付決定通

知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（変更承認申請） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の交付決定を受けた事業について、事業内容を変更し、中止

し、又は廃止する事由が生じたときは、香美市空き家改修費等補助金変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、あらかじめその承認を受



けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、変更等の承認を決定したときは、香美市空き家改修費等補助金変更承認決

定通知書（様式第４号）により当該申請をした交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに香美市空き家改修費等補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる関係書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 家財道具等処分に関して事業の内容が分かる明細書及び領収書の写し 

(2) 家財道具等処分作業中及び作業後の写真 

(3) 改修等工事の施工実施箇所、施工内容の分かる図面や書類 

(4) 改修等工事に係る契約書及び領収書の写し 

(5) 改修後の施工箇所の写真 

(6) 事業の完了後、直ちに補助対象住宅に居住しない場合は、空き家バンクに登録し１０年間は移住者の居住の用に供することの同意書 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定等） 

第１１条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、香美市空き家改修費等補助金確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。 

 

（交付請求） 

第１２条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、香美市空き家改修費等補助金交付請求書（様式第７号）に市長が必要と認

める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付は口座振込によるものとし、振込先は交付決定者名義の口座に限るものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市

長が特に取り消しの必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

(1) 補助事業の完了した日（以下「完了日」という。）から１０年を経過する日までに、補助対象住宅を補助金の交付目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は売却したとき。 

(2) 完了日から１０年を経過する日までに、補助対象住宅から転居したとき。ただし、既存入居者が退去した後すみやかに香美市空き家バン

クに登録し、完了日から１０年を経過するまで継続する場合や新たに移住者が入居するときを除く。 

(3) 完了日から３月を経過する日までに、補助対象住宅に入居しないとき。 

(4) 第４条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用があるものとする。 

３ 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付決定者に対し、香美市空き家改修費等補助金交付取

消通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 



第１４条 市長は、前条第１項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補

助金を交付しているときは、期限を定めて、香美市空き家改修費等補助金還付命令書（様式第９号）により補助金の全部又は一部の返還を命ず

るものとする。この場合において、返還を求める金額は、完了日からの経過年数により別表第２のとおりとする。 

（調査等） 

第１５条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、交付決定者に対し書類の提出又は報告を求め、必要な調査をす

ることができる。 

（補則） 

第１６条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年７月２４日告示第１０７号） 

この告示は、平成２６年７月２４日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日告示第７３号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３０日告示第５５号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２９年５月２４日告示第８２号） 

この告示は、平成２９年５月２４日から施行する。 

  附 則 

この告示は、平成３０年４月１８日から施行する。 

  附 則 

この告示は、令和５年４月１１日から施行する。   



別表第１（第５条関係） 

補助対象者 補助対象経費 補助率 補助金の交付の要件 限度額 

空き家所有者 １ 空き家改修に要す

る経費及び家財道具

等処分に要する経費

で次に掲げるもの。  

委託料、工事請負

費（廃棄運搬費及

び処分費を除

く。）、備品購入

費、役務費その他

市長が必要と認め

る経費 

２ 国、県又は市の補

助、助成等の対象と

なる改修等以外の改

修等に要する経費で

あること。 

３ この補助金の申請

をした日の属する年

度の３月３１日まで

に完了する補助事業

経費であること。 

空き家

改修に

要する

経費の

３分の

２以内 

 

１ 空き家改修工事につい

ては、市内に事務所、事

業所等を有する法人又は

個人事業所に施工を依頼

することを優先する。 

２ 空き家の家財道具等処

分や改修工事について、

特別な事情がある場合

は、市と協議を行うもの

とする。 

補助対象事業の完了の日から１０年間は、当該空

き家を移住者の居住用住宅とすること、又は移住者

と売買契約等を締結していること。 

１棟当たり１８０

万円 

 

 

 

移住者 

１ 空き家の所有者と売買又は

賃貸借に関する契約を締結し

ていること。 

２ 家財道具等処分を行う場

合、空き家の所有者の承諾を

得ていること。 

３ 賃貸借に関する契約を締結

している場合は、当該空き家

の所有者から次に掲げる事項

について承諾を得ているこ

と。 

(1)補助対象事業を行うこ

と。 

(2)補助金を受けて行った事

業については、原状回復の

義務を課さないこと。 

(3)補助対象事業の完了の日

から１０年間は、移住者の

居住用住宅とすること。 

1  補助対象事業

の完了の日から

１０年間は当該

空き家に居住す

る見込みである

こと。 

２ 空き家に入居

後は、速やかに

市への住所移転

の手続を行うこ

と。 

ＮＰＯ法人等 補助対象事業の

完了の日から１０

年間は、当該空き

家を提供する移住

者が居住する見込

みであること。 家財道

具等処

分に要

する経

費の２

分の１

以内 

 

１ 空き家の家財道具等処

分については、市内に事

務所、事業所を有する一

般廃棄物収集運搬業者、

一般廃棄物処理業者が行

うことを優先する。 

１棟当たり５０万

円 



別表第２（第１４条関係） 

完了日からの経過年数 返還（納付）金額 

１年未満 補助金額確定額の１００％ 

１年以上２年未満 補助金確定額の９０％ 

２年以上３年未満 補助金確定額の８０％ 

３年以上４年未満 補助金確定額の７０％ 

４年以上５年未満 補助金確定額の６０％ 

５年以上６年未満 補助金額確定額の５０％ 

６年以上７年未満 補助金額確定額の４０％ 

７年以上８年未満 補助金額確定額の３０％ 

８年以上９年未満 補助金額確定額の２０％ 

９年以上１０年未満 補助金額確定額の１０％       


